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(57)【要約】
【目的】本発明は、トロコイド型ポンプのインナーロー
タを応用することで理論的にも不可能であったクレセン
トを備えたトロコイド型ポンプを製造すること。
【構成】歯数を４枚以上の所定数Ｎとするインナーロー
タを予め成形しておき、アウターロータ歯数を（Ｎ＋２
以上の自然数）の所定数を製造するのに、前記描画円よ
り僅かに小径などの列円をインナーロータ歯形の歯底に
接するように配置し、前記インナーロータ歯形を前記イ
ンナーロータ中心から半歯分を回転させると共に、前記
列円を含むアウターロータの仮想中心から前記（Ｎ＋２
以上の自然数）の所定数歯の半歯分を回転させて、接す
る状態となったときの前記仮想中心などから確定中心を
決定し、該確定中心から前記列円までの半径で、合計（
Ｎ＋２以上の自然数）の所定数を等間隔となる前記列円
を有する基準円を描いて、前記列円をアウターロータ歯
先として形成し、アウターロータ歯形を製造すること。
【選択図】　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーロータの歯数を４枚以上の所定数Ｎとして、所定半径の描画円によるトロコイ
ド歯形としてのインナーロータ歯形を有するインナーロータを予め成形しておき、アウタ
ーロータ歯数を（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数を製造するのに、前記描画円より僅かに
小径などの列円を前記インナーロータ歯形の歯底に接するように配置し、前記インナーロ
ータ歯形を前記インナーロータ中心を中心として半歯分を回転させると共に、前記列円を
含むアウターロータの適宜な仮想中心を中心として、前記（Ｎ＋２以上の自然数）の所定
数歯の半歯分を回転させ、このときに、前記列円が前記インナーロータ歯形の歯底又は歯
先箇所に食い込んだりせず、或いは離れたりしないで、接する状態となったときの前記仮
想中心から、或いは接する状態となったときの隣接する列円間の間隔から数式にて確定中
心を決定し、該確定中心から前記列円までの半径で、合計（Ｎ＋２以上の自然数）の所定
数を等間隔となる前記列円を有する基準円を描いて、前記列円をアウターロータ歯先とし
て形成し、アウターロータ歯形を製造することを特徴とするクレセントを備えたトロコイ
ド型ポンプの製造法。
【請求項２】
　請求項１において、半歯分回転工程を逆にして、前記列円を含むアウターロータの適宜
な仮想中心を中心とさせつつ前記列円が前記インナーロータ歯形の歯底又は歯先箇所に接
する状態となったときから、前記インナーロータ歯形を前記インナーロータ中心を中心と
して半歯分を回転させると共に、前記仮想中心を中心として、前記（Ｎ＋２以上の自然数
）の所定数歯の半歯分を回転させ、前記列円を前記インナーロータ歯形の歯底に接するよ
うに配置して前記仮想中心を確定中心として決定することを特徴とするトロコイド型ポン
プの製造法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記合計（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数を等間隔となる前
記列円を有する基準円を描いた後に、前記確定中心より前記インナーロータの歯先端に近
い又は歯先先端箇所にアウターロータ歯底となる適宜な円を描いて前記アウターロータ歯
底を形成し、アウターロータ歯形を製造することを特徴とするトロコイド型ポンプの製造
法。
【請求項４】
　請求項１又は２において、前記アウターロータ歯数を（Ｎ＋２）又は（Ｎ＋３）として
製造するのに、前記インナーロータ歯形を前記インナーロータ中心を中心として半歯分を
回転させると共に、前記列円を含むアウターロータの適宜な仮想中心をとして、前記（Ｎ
＋２）又は（Ｎ＋３）の歯数における半歯分を回転させて、アウターロータ歯形を製造す
ることを特徴とするトロコイド型ポンプの製造法。
【請求項５】
　請求項１，２，３又は４のいずれか１項において、前記インナーロータは、基礎円に対
して、適宜の偏心量を有する転がり円により作られるトロコイド曲線に基づき、所定半径
の描画円から作られるインナーロータ歯形としてなることを特徴とするトロコイド型ポン
プの製造法。
【請求項６】
　請求項１，２，３，４又は５のいずれか１項において、そのトロコイド型ポンプの製造
法から製造されてなることを特徴とするトロコイド型ポンプ。
【請求項７】
　所定半径の描画円によるトロコイド歯形としてのインナーロータ歯形を有し、且つ歯数
を４枚以上の所定数Ｎとしたインナーロータに対応して、前記描画円よりは僅かに小径な
どの列円にて前記インナーロータ歯形の歯底に接するように噛み合う歯形としてアウター
ロータの歯数が（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数として適宜な基準円に対して成形されて
なり、前記列円がアウターロータ歯先として形成され、前記インナーロータと前記アウタ
ーロータとの歯面と歯面との空隙間にクレセントが備えられたことを特徴とするトロコイ
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ド型ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トロコイド型ポンプのインナーロータを応用することで理論的にも不可能で
あったクレセントを備えたポンプを製造できるという画期的なトロコイド型ポンプの製造
法及びそのトロコイド型ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両用のオイルポンプとして、ロータの歯形にトロコイド形状を使用したい
わゆるトロコイド型ポンプや、インナーロータとアウターロータの間にクレセントと呼ば
れる三日月形状の部材が配置されたいわゆるクレセントポンプが多用されている。
【０００３】
　トロコイド型ポンプとはトロコイド曲線を有したインナーロータとアウターロータの歯
数差が１枚であり、それぞれが回転することにより歯間空間（セル）が拡大したり縮小し
たりすることでオイルを吸入したり吐出したりするものである。このトロコイド型ポンプ
の特徴としては高吐出流量、低騒音、高効率などがある。
【０００４】
　但し、トロコイド型ポンプの課題点として各セル間を区画する箇所がインナーロータと
アウターロータの歯面（凸）と歯面（凸）が接する１つの線、いわゆる凸と凸との線接触
であるため、圧力が隣のセルに逃げやすいという点が挙げられる。しかも吸入ポートと吐
出ポートの距離が１歯分しか離れていないため圧力が逃げやすく、トロコイド型ポンプで
は吐出圧をそれほど高くできないという課題が存在している。
【０００５】
　ここで、トロコイド型ポンプの具体的な特徴を簡単に述べると、（イ）トロコイド歯形
のインナーロータ（トロコイド曲線）の歯形に対して、アウターロータの歯形が、それぞ
れ内外の歯相互が一部で線接触しつつ滑らずに転がる状態を保持し、且つ（ロ）アウター
ロータの歯数が１歯のみ多く形成され、（ハ）吐出圧をそれほど高くできないポンプであ
る。さらに、簡単に述べると、内外の歯形相互が離れず且つ滑らずに転がる構成のポンプ
である。
【０００６】
　一方、クレセントポンプとはインナーロータの歯先とアウターロータの歯先の間にクレ
セントと呼ばれる三日月形状の部材が配置された内接歯車ポンプである。インナーロータ
とアウターロータの歯数差は２枚以上であり、歯形形状としてはインボリュート曲線が使
われることが多い。このクレセントポンプの特徴としては歯と歯のシール性（密封性）が
高い点が挙げられる。トロコイド型ポンプでは凸（歯面）と凸（歯面）の線接触なのに対
して、クレセントは面（クレセント）と凸（歯面）の線接触がクレセントの長さ分（数歯
分）だけ連続に存在するからである。そのため吐出圧をトロコイド型ポンプより高くする
ことができる。
【０００７】
　ところで、ある決まったインナーロータ歯形に対して、歯形が滑らず、且つ円滑に回転
できるアウターロータの径は歯数差により、ほぼ一義的に決まってしまうものである。さ
らに、前述したように、クレセントポンプには、歯と歯のシール性（密着性）が高い構成
である。これを逆に考えると、歯と歯の接触箇所が多いため、ロータを回転させたときの
摺動抵抗が高いことを意味する。また、クレセントポンプはインナーロータとの歯数差が
２枚差以上のアウターロータとなることから、アウターロータ外径及びアウターロータ歯
先径が共に大きくなる。これはクレセントであるからアウターロータの径が大きくなると
いう訳では無く、インナーロータに対してアウターロータの歯数差が２枚差以上多くなる
ため、必然的にある決まった量径が大きくなるということである。これによりアウターロ
ータのサイド（横）面及び外周面の摺動面の面積が増加し、更に径が大きくなることによ
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り周速も増すため、摺動抵抗は高いものとなる。
【０００８】
　またアウターロータ歯先とクレセント部材との摺動により、通常のトロコイド型ポンプ
と異なり、凸（歯先）と面（クレセント）との摺動のため、摺動抵抗が大きく、更にクレ
セントの厚さ分アウターロータ歯先径の径も大きくなるため、周速が増加し、摺動抵抗が
増加する。つまり、アウターロータの歯数がインナーロータより２枚以上多いので、イン
ナーロータとアウターロータの歯と歯の間に隙間が出来るほどアウターロータ径は大きく
なって形成されており、その隙間があるとオイルを流せないため、その隙間にクレセント
が配置されている。また、通常の歯数差が１枚差のアウターロータ径よりも径が大きいア
ウターロータと、通常のトロコイド型ポンプには存在しないクレセントという２つの要因
によって、クレセントポンプは摺動抵抗が大きいものとなっていた。以上より、摺動抵抗
により回転にブレーキが掛かった状態となり、効率は低いものとなっていた。
【０００９】
　このクレセントポンプにも、次のような課題が存在する。つまりインボリュート曲線の
ような非トロコイド曲線を歯形に使用せざるを得ないため、低吐出流量、高騒音、低効率
になってしまうということである。このように、クレセントポンプの具体的な特徴を簡単
に述べると、（イ）アウターロータの歯数がインナーロータより２枚以上多く、（ロ）イ
ンナーロータとクレセント、クレセントとアウターロータは滑り接触しており、（ハ）高
吐出圧、低吐出流量、高騒音、低効率になるという構成のポンプである。
【００１０】
　ところで、これまではトロコイド型ポンプの形態としてインナーロータとアウターロー
タの歯数差が１枚で歯間空間（セル）を形成するものであるという既成概念があった。こ
のため、インナーロータとアウターロータの歯数差が２枚以上あるトロコイド型ポンプと
いう概念は存在しなかった。
【００１１】
　その理由としては、トロコイド型ポンプを形成するトロコイド歯形のインナーロータに
対しては歯数差が１枚のアウターロータが一般的であり、その歯数差が１枚のアウターロ
ータの形成方法についても、引用文献２に示すように、確立されている。トロコイド型ポ
ンプとして見たときトロコイド歯形のインナーロータに対して歯数差が２枚以上の円滑な
噛み合いを有するアウターロータについては具体的な（公知）技術文献も無く、未知の領
域であり、形成すること自体が困難なことと考えられる。その点を特許文献調査をした。
【００１２】
　特許文献１の第２頁上段の左欄の下第２行目から同頁上段の右欄の第１行目に、「・・
同様のクレセント５を使用することができれば対策をこうじたことになって好ましいが、
従来の上記形状のローターでは不可能である。」と記載されている。つまり、トロコイド
型ポンプにクレセントを使用することは不可能であるとの開示がある。さらに、特許文献
１の図面では、インナーロータとアウターロータの間に三日月形状のクレセントを配置し
ているものの、トロコイド形状をしているのは、インナーロータの歯面の一部であり、残
りの歯面の大部分は円弧で代用されている。
【００１３】
　ここでトロコイド形状について考察してみる。トロコイド形状とは２つの円が接した状
態で、なおかつ滑らずに転がることによって生成される曲線である。そのため、インナー
ロータとアウターロータも全ての歯が接した状態で、なおかつ滑らずに回転している。そ
れに対して非トロコイド形状のインボリュート曲線などは歯面と歯面が滑りながら回転す
るため、同じような回転に見えてもその動作は大きく異なっている。
【００１４】
　さらに、トロコイド形状のインナーロータとアウターロータの全ての歯が接しつつ、な
おかつ滑らずに回転するとき、歯数差は１枚差のみとなる。この理由も詳述する。まず円
滑に回転するためにはインナーロータとアウターロータの凸と凹の歯形形状は略同じであ
る。インナーロータとアウターロータの歯形形状が大きく異なっていると、うまく噛み合



(5) JP 2009-103003 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

わない。つまり歯形形状が略同じで滑らずに転がるため、インナーロータの１歯分の歯面
の転がる道のりとアウターロータの１歯分の歯面の転がる道のりはだいたい同じにならざ
るを得ない。
【００１５】
　１歯分の歯面の転がる道のりがインナーロータとアウターロータで、だいたい同じであ
る以上、アウターロータの方がインナーロータより外側にあることから、歯数はアウター
ロータの方が多くなる。また、歯数差が２枚以上になった状態で円滑に回転するためには
、アウターロータとインナーロータ間に隙間が生じるほどアウターロータを大きくする必
要がある。なぜなら歯形が決まってしまうと１歯分の歯面の転がる道のりが決まってしま
い、ロータの歯数は自然数であるから、ロータ歯面の円周方向長さが自ずと決まってしま
うため、歯形と歯の枚数が決まるとロータ径にも殆ど自由度がない。
【００１６】
　以上より、歯形と歯の枚数が決まるとロータ径は殆ど調整が効かないため、歯数差を２
枚設けた時点でインナーロータとアウターロータの間にはどうしても大きな隙間が生ずる
ことになる。更に枚数差が増えるほど、アウターロータとインナーロータの隙間は大きく
なっていく。但し、インナーロータとアウターロータの歯面と歯面の間に隙間が生じた時
点で先に述べた数学的な意味での滑らずに転がるというトロコイド形状のインナーロータ
とアウターロータではなくなってしまうため、トロコイド形状を有したインナーロータと
アウターロータの歯数差は１枚ということになる。以上が先行技術（特許文献など）にお
いて、トロコイド形状を有したインナーロータと円滑に噛み合うアウターロータでは、歯
数差が１枚で、かつインナーロータとアウターロータの歯面間に隙間が無いポンプしか存
在しなかった理由である。
【特許文献１】特開昭５９－１３１７８７号
【特許文献２】特公平２－６２７１５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　特許文献１及び２では、トロコイド型ポンプは歯数差が１枚で、インナーロータとアウ
ターロータの歯面間に隙間が無かったため、インナーロータとアウターロータの歯面と歯
面の間に入れるクレセント（三日月状部材）を配置する思想はなかったものである。
　以上の技術的背景から、トロコイド型ポンプとクレセントポンプのお互いの長所を伸ば
し、短所を打ち消しあう理想のポンプを開発すること、つまり、トロコイド型ポンプによ
る円滑なる回転を維持すると共に、吐出圧を高めるクレセント構造を取得できるように開
発することを技術的課題（目的）とする。また、アウターロータを小型化することで低摺
動抵抗化すなわち高効率化を求めるものである。
【００１８】
　詳述すると、トロコイド形状のインナーロータとそれと円滑に噛み合い回転するアウタ
ーロータと、トロコイド形状のインナーロータとそれと円滑に噛み合い回転するアウター
ロータの間に配置された略三日月形状のクレセントを有し、トロコイド形状のインナーロ
ータとそれと円滑に噛み合い回転するアウターロータの歯数差を最低でも２枚以上とする
トロコイド型オイルポンプを実現させることを課題とするものである。つまり、本発明が
解決しようとする課題（技術的課題又は目的等）は、特許文献１及び２の組み合わせでは
、製造することができなかったクレセントが挿入されたトロコイド歯形を有したポンプと
いう新たな概念のポンプを提供することにある。それにより、クレセントとトロコイドの
長所を併せ持った高吐出流量、低騒音、高効率、高吐出圧のポンプを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意，研究を重ねた結果、請求項１の発明を、
インナーロータの歯数を４枚以上の所定数Ｎとして、所定半径の描画円によるトロコイド
歯形としてのインナーロータ歯形を有するインナーロータを予め成形しておき、アウター
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ロータ歯数を（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数を製造するのに、前記描画円より僅かに小
径などの列円を前記インナーロータ歯形の歯底に接するように配置し、前記インナーロー
タ歯形を前記インナーロータ中心を中心として半歯分を回転させると共に、前記列円を含
むアウターロータの適宜な仮想中心を中心として、前記（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数
歯の半歯分を回転させ、このときに、前記列円が前記インナーロータ歯形の歯底又は歯先
箇所に食い込んだりせず、或いは離れたりしないで、接する状態となったときの前記仮想
中心から、或いは接する状態となったときの隣接する列円間の間隔から数式にて確定中心
を決定し、該確定中心から前記列円までの半径で、合計（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数
を等間隔となる前記列円を有する基準円を描いて、前記列円をアウターロータ歯先として
形成し、アウターロータ歯形を製造することを特徴とするクレセントを備えたトロコイド
型ポンプの製造法としたことにより、前記課題を解決した。
【００２０】
　請求項２の発明を、前述の構成において、半歯分回転工程を逆にして、前記列円を含む
アウターロータの適宜な仮想中心を中心とさせつつ前記列円が前記インナーロータ歯形の
歯底又は歯先箇所に接する状態となったときから、前記インナーロータ歯形を前記インナ
ーロータ中心を中心として半歯分を回転させると共に、前記仮想中心を中心として、前記
（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数歯の半歯分を回転させ、前記列円を前記インナーロータ
歯形の歯底に接するように配置して前記仮想中心を確定中心として決定することを特徴と
するトロコイド型ポンプの製造法としたことにより、前記課題を解決した。また、請求項
３の発明を、前述の構成において、前記合計（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数を等間隔と
なる前記列円を有する基準円を描いた後に、前記確定中心より前記インナーロータの歯先
端に近い又は歯先先端箇所にアウターロータ歯底となる適宜な円を描いて前記アウターロ
ータ歯底を形成し、アウターロータ歯形を製造することを特徴とするトロコイド型ポンプ
の製造法としたことにより、前記課題を解決した。
【００２１】
　請求項４の発明を、前述の構成において、前記アウターロータ歯数を（Ｎ＋２）又は（
Ｎ＋３）として製造するのに、前記インナーロータ歯形を前記インナーロータ中心を中心
として半歯分を回転させると共に、前記列円を含むアウターロータの適宜な仮想中心をと
して、前記（Ｎ＋２）又は（Ｎ＋３）の歯数における半歯分を回転させて、アウターロー
タ歯形を製造することを特徴とするトロコイド型ポンプの製造法としたことにより、前記
課題を解決した。請求項５の発明を、前述の構成において、前記インナーロータは、基礎
円に対して、適宜の偏心量を有する転がり円により作られるトロコイド曲線に基づき、所
定半径の描画円から作られるインナーロータ歯形としてなることを特徴とするトロコイド
型ポンプの製造法としたことにより、前記課題を解決した。
【００２２】
　請求項６の発明を、前述の構成において、そのトロコイド型ポンプの製造法から製造さ
れてなることを特徴とするトロコイド型ポンプとしたことにより、前記課題を解決した。
また、請求項７の発明を、所定半径の描画円によるトロコイド歯形としてのインナーロー
タ歯形を有し、且つ歯数を４枚以上の所定数Ｎとしたインナーロータに対応して、前記描
画円よりは僅かに小径などの列円にて前記インナーロータ歯形の歯底に接するように噛み
合う歯形としてアウターロータの歯数が（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数として適宜な基
準円に対して成形されてなり、前記列円がアウターロータ歯先として形成され、前記イン
ナーロータと前記アウターロータとの歯面と歯面との空隙間にクレセントが備えられたこ
とを特徴とするトロコイド型ポンプとしたことにより、前記課題を解決したものである。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の発明においては、トロコイド型ポンプと、クレセントを有したポンプとは設
計思想が異なり、その両者間をつなげることは実現できていなかった。つまり、従来のト
ロコイド形状を有したロータの設計方法ではインナーロータの全ての歯先とアウターロー
タの全ての歯先が理論上は接しつつ、理論上滑らずに転がる必要があった。また、インナ
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ーロータとアウターロータの歯面の間に大きな隙間を設けた歯数差が２枚以上のトロコイ
ド形状を有したロータは設計できなかった。本発明によりインナーロータとアウターロー
タの間に隙間の有る歯数差が２枚以上のトロコイド型ポンプができたものであり、三日月
形状のクレセントを有するタイプのポンプにほぼ完全にトロコイド形状を有したインナー
ロータを適用して、アウターロータのアウター歯形を製造設計することができる。この発
明により、クレセントとトロコイドの特徴を併せ持つ、高吐出流量、低騒音、高効率、高
吐出圧なポンプでありながら、通常のクレセントポンプのようにインボリュート歯形等を
使用せず、トロコイド歯形を使用するため、歯面摩耗を抑制した高耐久ポンプを提供でき
る。
【００２４】
　さらに、請求項１の発明においては、アウターロータ外径及びアウターロータ歯先径が
共に従来のインナーロータを作図するのに使用した描画円ｃより作図したアウターロータ
２（図８及び９の点線参照）より小さくなるため、摺動面積と周速を低減できて、アウタ
ーロータ２の摺動抵抗を低く抑えることが可能となる。摺動抵抗を低く抑えることが可能
となったことで、フリクションが低下し、よって効率の更なる向上を図ることが可能とな
った。すなわち、クレセントポンプの課題だった、高摺動抵抗による低効率をアウターロ
ータの歯形形状を小円もしくは楕円にすることで、解決することができる。
【００２５】
　なお、クレセント＆インボリュート歯形などでは複数枚差の歯車は広く使われている。
但し、インボリュート歯形などでは歯面と歯面の滑りが大きいため、歯面の摩耗が促進さ
れ、耐久性は低いものとなっていた。本発明により、トロコイド歯形を使用することで、
歯面と歯面の滑りを極微量に抑制することができるため、耐久性が高いものとなる。また
歯間空間（セル）を区画するシール性（密封性）が高められるので、ポンプ性能を向上さ
せることができる。請求項２の発明では、請求項１の発明と同様の効果を奏する。請求項
３の発明では、アウターロータ歯底径をインナーロータ歯先端を基準として、所望のクリ
アランスで定めることができる。請求項４の発明では、本発明は歯数差が何枚差でも同じ
方法で設計できるものであるが、特に、使用頻度の高い、歯数差が２枚差、３枚差ある場
合にも良好に対応できる。請求項５の発明では、インナーロータは一般的に広くトロコイ
ド形状を有した歯形で作られており、設計・製造が容易である。請求項６の発明では、優
れた製造法によって製造されたトロコイド型ポンプであるため、クレセントを有したポン
プ性能を向上させることができる。また、請求項７の発明は、請求項６の発明と同様効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明のクレセントを用いたトロコイド型ポンプの製造法の実施形態について図
面に基づいて説明する。まず、インナーロータ１自体は通常のトロコイド歯形であり、設
計方法も通常のトロコイド歯形を求める方法と同一である。この点は、従来技術であるが
、そのインナーロータ１を基準にしてアウターロータ２を製造するため、簡単に、インナ
ーロータ１の製造法、すなわち、インナーロータ１のトロコイド歯形を求める方法を説明
しておく。
【００２７】
　インナーロータ１は、図１１に示すように、基礎円ａ（半径ＯＡ）に対して、適宜の偏
心量ｅを有する転がり円ｂ（半径ＯＢ）によるトロコイド曲線Ｔに基づき、所定半径の描
画円ｃ（半径ＯＣ）によるインナーロータ歯形１０として形成されている。つまり、イン
ナーロータ１は、トロコイド曲線Ｔによるインナーロータ歯形１０を有している。アウタ
ーロータ２の歯先歯形にはインナーロータ１の描画円（インナーロータ歯底形状）ｃより
僅かに小径の円又は円形に近い楕円等の列円１５を使用する。これはアウターロータ２の
歯形に描画円ｃを使用しないが、該描画円ｃと約１％乃至約３％の形状の相違があっても
、円滑に両ロータを回転できる。つまり、アウターロータ２を製造するときの列円１５は
、前記インナーロータ１を製造するときの描画円ｃに近似しているが同一ではない。
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【００２８】
　さらに詳述すると、アウターロータ２の歯形を、インナーロータ１を設計したときに使
用した描画円ｃを使用せずに、代わりにアウターロータの歯形形状として、
（ア）インナーロータ１を設計したときに使用した描画円ｃより、僅かに小径の「円」で
あること。
（イ）インナーロータ１を設計したときに使用した描画円ｃより、短軸が描画円ｃより小
さい「楕円」で、且つ長軸が軸方向（基準円の直径方向）、短軸が周方向としたもの。つ
まり、楕円の短軸は描画円より小さいが、楕円の長軸については特に指定は無い。また、
楕円といっても円形に近似している。この（ア）又は（イ）の２つのパターンを使用する
。この（ア）又は（イ）の条件を満足した図形を「小径の円又は円形に近い楕円等の列円
１５」という。
【００２９】
　ところで、アウターロータ２の歯先の歯形にインナーロータ１を設計したときの描画円
ｃを使用しないため、厳密に見るとインナーロータ１とアウターロータ２の歯形形状は異
なるものであるが、前記描画円ｃとは約１％から３，４％減少のために、実用上は大きく
歯形形状は変わらず、ほぼ同一形状であると言える。このため、インナーロータ１の歯形
の形状とアウターロータ歯形２０の形状がほぼ同一形状であるため、ロータは円滑に回転
することが可能である。アウターロータ設計するときに、数十μｍ程度であるインナーロ
ータ１とアウターロータ２の歯面間距離（チップクリアランス）が設計上ゼロ以下になら
ないように小円寸法若しくは楕円寸法を設定、修正することが必要である。
【００３０】
　このような前提を基に、トロコイド歯形のインナーロータ１から２枚差以上で円滑に噛
み合う、クレセント３を備えた本発明のアウターロータ２の設計方法について述べる。歯
数差が１枚差では、通常のトロコイド形ポンプそのものであり、本発明では２枚差以上で
、特に、インナーロータ１のインナーロータ歯形１０と、アウターロータ２のアウター歯
形２０との隙間（空隙）Ｓが多く開き、そこにクレセント３が装填できるように構成され
るものである。さらに、本件発明は、アウターロータ２の外径及びアウターロータ２の歯
先径をより小さくできるアウターロータ２の設計方法について述べる。
【００３１】
　さらに、その前提を説明しておく。一般に、描画円ｃと同一の円を列円として製造（設
計）したのが、図３（Ａ）及び（Ｂ）のそれぞれ点線位置の図であり、その描画円ｃの基
準円５０が描かれ、所定の大きさの描画円ｃが等間隔に８等分されている。これは、原則
として変更不能であることから、少しでも、小型化することで、摺動抵抗化を求めるもの
である。このために、前述したように、描画円ｃを使用せずに、「小径の円又は円形に近
い楕円等の列円１５」を使用するという発想に基づくものである。そこで、描画円ｃを使
用しつつ、列円１５による製造（設計）手順を説明する。
【００３２】
＜本発明の第１実施形態：インナーロータ歯数６枚、アウターロータ歯数８枚の製造（設
計）手順＞
　第１実施形態は、インナーロータの歯数を６枚（前述で説明した通り）とし、２枚差で
円滑に噛み合う歯数８枚のアウターロータの設計方法について、図１及び２、図５から図
１０で述べる。
　初めに列円個数（アウターロータ歯数）を８枚と設定する（Ｓ１１：図５フローチャー
ト参照）。まず、インナーロータ１は６枚歯の３枚ずつが左右対称となり、且つ歯底が真
下向き（図６において真下位置）になるように配置し、且つその真下の歯底に描画円ｃに
近い列円１５を接するように配置する（Ｓ１２）［図６（Ａ）及び（Ｂ）］。この状態は
、インナーロータ１の歯底とアウターロータ２の歯先が最も深く噛み合った状態である。
次いで、８枚歯となる基準円６０〔仮想円：図１（Ａ）参照〕、すなわち、列円１５（描
画円ｃと異なる）が配置される円（仮想円）の仮想中心（アウターロータ中心）を求める
作業を行なう。この作業は、数回又はそれ以上となることがある。
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【００３３】
　最初に、その第１仮想中心Ｏ１としてみる（Ｓ１３）。上記インナーロータ１とアウタ
ーロータ２の位置関係から、インナーロータ１はインナーロータ中心から半歯分を回転さ
せる。すなわち、６歯のインナーロータ１は、インナーロータ中心から半歯分（６０度÷
２）回転させると共に、８歯となるアウターロータも前記第１仮想中心Ｏ１を中心として
半歯分（４５度÷２）回転させる（Ｓ１４）［図３（Ｃ）及び（Ｄ）］。このときに、列
円１５（描画円ｃと異なる）がインナーロータ１のインナーロータ歯形１０の歯底又は歯
先箇所に食い込んだり、或いは離れたりするかの判断をなす（Ｓ１５：図５フローチャー
ト参照）。
【００３４】
　本例では、前記インナーロータ１の歯底と列円１５（描画円ｃと異なるが、アウターロ
ータ２の歯先に略相当）が食い込む状態となる［図６（Ｃ）及び（Ｄ）参照］。これでは
、円滑に回転しないことが明らかであるため前記第１仮想中心Ｏ１は止め、図５のＳ１５
の判断はＹＥＳとなり、Ｓ１３の手前に戻る。そして、図７に示すように、第２仮想中心
Ｏ２としてみる（Ｓ１３）。同様にして真下の歯底に列円１５を接するように配置し（Ｓ
１２）［図７（Ａ）及び（Ｂ）］、図７（Ｃ）及び（Ｄ）に示すように、６歯のインナー
ロータ１のロータ中心から半歯分（６０度÷２）回転させると共に、８歯となるアウター
ロータも前記第２仮想中心Ｏ２を中心として半歯分（４５度÷２）回転させる（Ｓ１４）
。このときに、前記インナーロータ１の歯底と列円１５（描画円ｃと異なる）が離れる状
態となる［図７（Ｃ）及び（Ｄ）参照］。これでも、円滑に回転しないため前記第２仮想
中心Ｏ１は止め、Ｓ１５の判断はＹＥＳとなり、Ｓ１３の手前に戻る。
【００３５】
　次いで、第３仮想中心Ｏ３としてみる（Ｓ１３）。図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように
、同様に接触させて、図８（Ｃ）及び（Ｄ）に示すように、６歯のインナーロータの中心
から半歯分（６０度÷２）回転させると共に、８歯となるアウターロータも前記第３仮想
中心Ｏ３を中心として半歯分（４５度÷２）回転させる（Ｓ１４）。このときに、前記イ
ンナーロータ１の歯底と列円１５（描画円ｃ：アウターロータ２の歯先に相当）が接する
程度の状態となる［図８（Ｃ）及び（Ｄ）参照］。これで、円滑に回転することが予想さ
れ、Ｓ１５の判断はＮＯとなり、前記第３仮想中心Ｏ３を、アウターロータ２の確定中心
Ｏｘとして決定する（Ｓ１６）。これは、図学的な製造法である。インナーロータ１とい
ろいろな仮想のアウターロータ２をそれぞれ半歯分回転させた時に、丁度インナーロータ
１の歯底と列円１５（描画円ｃと異なる）が接する仮想円中心と仮想円半径がただ一つだ
け存在するものである。
【００３６】
　計算による確定中心Ｏｘから半径を求める方法もある。これは、図８（Ｃ）に示すよう
に、前記インナーロータ１の歯先と列円１５（描画円ｃと異なる）が接する程度の状態と
なったときの距離と、回転角θとで求めることができる。判り易く説明すると、図２（Ａ
）のように、インナーロータ１の歯先箇所を両側から保持するように、左右側に列円１５
を設けたとすると、その左右側の列円１５，１５間の距離Ｌと、回転角θは、２２．５度
である。求める基準円６０の半径ｒ＝（Ｌ／２）／sinθ（２π／１６）で求まる。その
確定中心Ｏｘも自ずと求めることができる。
【００３７】
　配置する列円１５（描画円ｃと異なる）において隣接する２つの列円１５，１５の位置
（間隔Ｌ）が確定できれば、配置する列円１５を同じ間隔に仮想円上に配置していくと、
列円が仮想円周上に配置できる。つまり、事前にアウターロータ２の歯数Ｎ（インナーロ
ータの歯数＋２枚差以上）を決めておけば、後にアウターロータの歯先歯形となる列円１
５のうち、隣接する２つの列円１５，１５の位置を求めればアウターロータ２そのものの
大きさ（仮想基準円の大きさ）が求めることができる。
【００３８】
　何れにしても、アウターロータ２の確定中心Ｏｘから、基準円６０を描き、描いた列円
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１５に対して、それぞれ４５度ずつ位相差があるように、合計８つの円を描く〔Ｓ１７：
図１（Ａ）参照〕。そして、アウターロータ２の確定中心Ｏｘとして前記インナーロータ
１の先端に近い又は歯先先端箇所（先端箇所に僅かに離れた位置）で、図１（Ａ）及び（
Ｂ）に示すように、歯底基準円６１を描いて、アウターロータの１つの歯底を決定する（
Ｓ１８）。そして、他の７つの歯先に対してもそれぞれ描いて、アウターロータ２の歯底
の全てを決定する（Ｓ１９）。このようにして、アウターロータ２の歯数８枚の製造（設
計）をするものである。
【００３９】
　図２（Ａ）に示すように、描画円ｃがインナーロータ１の歯面と接する位置として歯先
寄りの接点Ｐ１とすると、前記描画円ｃより僅かに小径の列円１５の接点Ｐ２はより先寄
りとなる。これにより基準円６０（仮想円）の半径も、中心も異なってくる。簡単に説明
すると、列円１５（アウターロータ２の歯先）がインナーロータ１の歯面と接する位置と
して歯先寄りの接点Ｐ２か、或いは歯底寄りかの接点Ｐ１により基準円（仮想円）の半径
も、確定中心Ｏｘも異なってくる。簡単に説明すると、歯先寄りで列円１５が接点Ｐ２に
て接すると基準円６０（仮想円）の半径は小さく、歯底寄りで列円が接点Ｐ１にて接する
と基準円６０（仮想円）の半径は大きくなるものである。また、図２（Ｂ）に示すように
、列円１５を楕円にしたときも、、隣接する楕円なる両列円１５，１５の場合も同様に基
準円６０（仮想円）の半径を小さくできる。なお、間隔Ｌ１，Ｌ２は描画円ｃによる〔図
２（Ａ）及び（Ｂ）参照〕。
【００４０】
　この点を詳述すると、同じインナーロータ１の歯先の歯形に同じように両側から接触す
るアウターロータ２の歯形であっても、アウターロータ２の歯形の周方向の寸法が短い方
が、アウターロータ２の歯形の歯と歯の中心間距離は短くなる。歯と歯の中心間距離が短
くなると、アウターロータ２の歯は同一間隔で基準円６０（仮想円）に配置されているた
め、歯と歯の中心間距離×歯数（≒円周長）が短くなるため、基準円６０（仮想円）の外
径が小さくなる。そして基準円６０（仮想円）の大きさによって定まるアウターロータ２
の外径及びアウターロータ２の歯先径の大きさも共に従来の描画円ｃより作図したアウタ
ーロータ２（図９及び図１０の点線参照）より小さくなる。
【００４１】
＜インナーロータ歯数Ｎ（４）枚以上、アウターロータ歯数（Ｎ＋２以上の自然数）枚の
製造（設計）手順＞
　その製造（設計）手順は、図４に示す。初めに、インナーロータ歯数を４枚以上のＮと
する。列円個数（アウターロータ歯数）を（Ｎ＋２以上の自然数）枚と設定する（Ｓ１）
。まず、インナーロータ１が左右対称となり、且つ歯底が真下向きになるように配置し、
且つその真下の歯底に列円１５を接するように配置する（Ｓ２）。この状態は、インナー
ロータ１の歯底とアウターロータ２の歯先が最も深く噛み合った状態である。次いで、（
Ｎ＋２以上の自然数）枚歯となる基準円６０（仮想円）、すなわち、列円１５が配置され
る円（仮想円）の仮想中心を求める作業を行なう。この作業は、数回又はそれ以上となる
ことが多い。
【００４２】
　最初に、その第１仮想中心としてみる（Ｓ３）。上記インナーロータ１とアウターロー
タ２の位置関係から、インナーロータ１はロータ中心から半歯分回転させる。すなわち、
Ｎ歯のインナーロータ１は、ロータ中心から半歯分（３６０÷Ｎ以上の自然数÷２）回転
させると共に、（Ｎ＋２以上の自然数）歯となるアウターロータ２も前記第１仮想中心を
中心として半歯分〔３６０÷（Ｎ＋２以上の自然数）÷２〕回転させる（Ｓ４）。このと
きに、列円１５がインナーロータ１の歯底又は歯先箇所に食い込んだり、或いは離れたり
するかの判断をなす（Ｓ５）。
【００４３】
　例えば、インナーロータ１の歯底とアウターロータ２の歯先（描画円：列円）が食い込
む状態となる。これでは、円滑に回転しないことが明らかであるため第１仮想中心は止め
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、Ｓ５の判断はＹＥＳとなり、Ｓ３の手前に戻る。そして、第２仮想中心としてみる（Ｓ
３）。同様にして回転させる（Ｓ４）。このときに、インナーロータ１の歯底とアウター
ロータ２の歯先（描画円：列円）が離れる状態となる。これでも、円滑に回転しないため
前記第２仮想中心は止め、Ｓ５の判断はＹＥＳとなり、Ｓ３の手前に戻る。そして、第３
仮想中心としてみる（Ｓ３）。同様にして回転させる（Ｓ３）。
【００４４】
　このときに、インナーロータ１の歯底とアウターロータ２の歯先（描画円：列円）が接
する程度の状態となる。これで、円滑に回転することが予想され、Ｓ５の判断はＮＯとな
り、前記第３仮想中心を、アウターロータの確定中心として決定する（Ｓ６）。計算によ
る確定中心から半径を求める方法もある。これは、計算式による場合は、
　求める基準円６０の半径ｒ＝（Ｌ／２）／sinθ〔π／（Ｎ＋２以上の自然数）〕で求
まる。その確定中心も自ずと求めることができる。
【００４５】
　そして、アウターロータ２の確定中心として、基準円を描き、描いた列円に対して、そ
れぞれ〔３６０÷（Ｎ＋２以上の自然数）〕度ずつ位相差があるように、合計（Ｎ＋２）
個を描く（Ｓ７）。そして、アウターロータ２の確定中心として前記インナーロータ１の
図の歯先端に近い又は歯先先端箇所で、円を描いて、アウターロータの１つの歯底を決定
する（Ｓ８）。そして、他の残りの歯先に対しても円を描いて、アウターロータ２の歯底
の全てを決定する（Ｓ９）。
　このようにして、アウターロータ歯数（Ｎ＋２以上の自然数）枚の製造（設計）するも
のである。また、アウターロータ歯数が（Ｎ＋３以上の自然数）の場合にも、同様にでき
る。本発明の製造方法により、インナーロータ１とアウターロータ２の歯数差が２枚以上
の何枚差であっても本発明による同一方法にてアウターロータを設計することができる。
【００４６】
　また、半歯分回転工程を逆にして、前記列円１５の適宜な仮想中心を中心とさせつつ前
記列円が前記インナーロータ歯形の歯底又は歯先箇所に接する状態となったときから、前
記インナーロータ歯形を前記インナーロータ中心を中心として半歯分を回転させると共に
、前記仮想中心を中心として、前記（Ｎ＋２以上の自然数）の所定数歯の半歯分を回転さ
せ、前記列円を前記インナーロータ歯形の歯底に接するように配置して前記仮想中心を確
定中心として決定する製造法も存在する。さらに、インナーロータ歯数６枚で、アウター
ロータ歯数８枚の製造法、或いはインナーロータ歯数６枚で、アウターロータ歯数９枚の
製造法につても、半歯分回転工程を逆にする工程が存在している。簡単に述べると、図８
（Ｃ）及び（Ｄ）の状態から、図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すような工程である。その方法
でも、効果は同一である。
【００４７】
　ところで、従来の「トロコイド形状を有した」ロータの設計方法ではインナーロータ１
の全ての歯先とアウターロータ２の全ての歯先が理論上は接しつつ、理論上滑らずに転が
る必要があった（実際にはクリアランス等を考慮に入れた歯形修正を行っており、完全に
は接しないし、全く滑らないことは無い。但し、その量は数十μｍであり、その程度の歯
形修正までは本発明に含む。）。そのためインナーロータ１とアウターロータ２の歯面の
間に大きな隙間を設けた歯数差が２枚以上のトロコイド形状を有したロータは設計できな
かった。
【００４８】
　しかるに、本願発明では、ほぼ完全なトロコイド形状をしたインナーロータ１とそのイ
ンナーロータ１の歯面形状を基に設計した円滑に回転する２枚以上歯数が多いアウターロ
ータ２と、ほぼ完全なトロコイド形状をしたインナーロータ１とアウターロータ２の間に
配置された三日月形状をしたクレセント３を有するトロコイド型オイルポンプを提供でき
る。また、本発明により設計されたアウターロータ２の歯形は、最低でもアウターロータ
２のインナーロータ１とアウターロータ２の歯形噛み合わせ部に使用される。（インナー
ロータ１はトロコイド形状そのものであり、一般的な物である。）インナーロータ１とア
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ウターロータ２が噛み合わない部分である歯先や歯底は、適宜設計により歯形形状の変更
は可能である。また、半歯分回転させる本発明方法以外では、円滑に噛み合う２枚差以上
のトロコイド歯形のアウターロータ２を製作することは困難と考える。
【００４９】
　以上より、アウターロータ２の歯形にインナーロータ１の設計に使用した描画円ｃより
も周方向に短い形状（小円もしくは楕円）を使用することで、アウターロータ外径及びア
ウターロータ歯先径の大きさを共に従来の描画円より作図したアウターロータ２（図９及
び１０の点線参照）より小さくすることができる（図９及び１０の実線参照）。さらに、
円や楕円とほぼ同様の形状を有する曲線である高次曲線などを数式化し、アウターロータ
２の歯形とした場合でも、上記曲線の周方向の幅が、インナーロータ１の設計に使用した
描画円より小さければ、アウターロータ外径及びアウターロータ歯先径の大きさを共に従
来の描画円ｃより作図したアウターロータ２より小さくすることができる（図９及び１０
参照）。詳述すると、アウターロータ２の歯先曲線の周方向長さをインナーロータ１の設
計に使用した描画円より短くすることで、アウターロータの歯と歯の中心間距離が短くな
ってアウターロータ外径及びアウターロータ歯先径の大きさを共に従来の描画円ｃより作
図したアウターロータ２（図９及び１０の点線参照）より小さくすることができる。小型
化により、さらに低摺動抵抗化することができる。
【００５０】
　また、インナーロータ１とアウターロータ２の歯形噛み合わせ部の形状は、歯と歯のク
リアランス分（おおよそ４０μｍ内外）の歯形形状修正は含むものの、数十μｍ程度の狭
い範囲で、本発明によりアウターロータ２の噛み合い部の歯形形状は一義的に定まるもの
である。また、図１２のエンジン回転数と流量との関係グラフにおいては、本願発明では
、回転数が約５０００回転以上の場合に流量とが増加し、ポンプ効率を増加させることが
できる。なお、サイクロイド形状はトロコイド形状の中で転がり円径＝偏心量の特別な値
であり、本発明にはサイクロイドも含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】（Ａ）は本発明の製造法にて確定中心から基準円を設けて列円を等間隔に設けた
状態図、（Ｂ）はアウターロータの歯先位置を求める工程図、（Ｃ）は完成したアウター
ロータの一部正面図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、描画円と列円とで確定中心を求める状態図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、基準円に描画円と列円とを描いた状態図である。
【図４】本発明の上位概念の製造法のフローチャートである。
【図５】本発明の第１実施例の製造法のフローチャートである。
【図６】（Ａ）はインナーロータに列円を接するようにした状態図、（Ｂ）は（Ａ）の要
部拡大図、（Ｃ）はインナーロータを３０度、列円を含むアウターロータを２２．５度そ
れぞれ半歯分だけ回転させた状態図、（Ｄ）は（Ｃ）の要部拡大図である。
【図７】（Ａ）はインナーロータに列円を接するようにした状態図、（Ｂ）は（Ａ）の要
部拡大図、（Ｃ）はインナーロータを３０度、列円を含むアウターロータを２２．５度そ
れぞれ半歯分だけ回転させた状態図、（Ｄ）は（Ｃ）の要部拡大図である。
【図８】（Ａ）はインナーロータに列円を接するようにした状態図、（Ｂ）は（Ａ）の要
部拡大図、（Ｃ）はインナーロータを３０度、列円を含むアウターロータを２２．５度そ
れぞれ半歯分だけ回転させた状態図、（Ｄ）は（Ｃ）の要部拡大図である。
【図９】（Ａ）はインナーロータの６歯数で、本発明のアウターロータの８歯数のトロコ
イド型ポンプ、（Ｂ）の要部正面図である。
【図１０】（Ａ）はインナーロータの６歯数で、本発明のアウターロータの９歯数のトロ
コイド型ポンプ、（Ｂ）の要部正面図である。
【図１１】インナーロータのインナーロータ歯形の製造過程の状態図である。
【図１２】エンジン回転数と流量との関係のグラフである。
【符号の説明】
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【００５２】
　１…インナーロータ、２…アウターロータ、１０…インナーロータ歯形、１５…列円、
２０…アウターロータ歯形、６０…基準円、Ｏｘ…確定中心、ａ…基礎円、ｅ…偏心量、
ｂ…転がり円、Ｔ…トロコイド曲線、ｃ…描画円。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 2009-103003 A 2009.5.14

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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